
 

農地法第４条・5 条許可申請の手引き【市街化調整区域の農地転用】 

 

●申 請 者  ４条・・・本人、５条・・・譲渡人（貸人）及び譲受人（借人） 

●申 請 先  大府市農業委員会事務局 

●申請期間  毎月１日から７日の間（休日の場合は前日） 

●提出部数  ３部 ※申請書以外は２部 

提出書類 備考 チェック 

☆申請書 正本１部、副本２部（副本１部は添付書類不要） □ 

☆全部事項証明書 法務局発行（１部コピー可） □ 

住民票写し 申請者の住所が全部事項証明書と異なる場合（１部コピー

可） 
□ 

町名地番変更証明 申請者の住所が町名変更により、全部事項証明書と異なる場

合（１部コピー可） 
□ 

☆位置図（案内図） 申請地を図示（都市計画図、住宅地図など） □ 

☆地番表示図（公図） 申請地、隣接地の登記地目を記入（コピー可） □ 

☆資力を証する書面 残高証明書、通帳の写し、融資証明書など □ 

定款、寄附行為若しく

は規約、又は法人登記

事項証明書 

申請者が法人等の場合、法人登記事項証明書は法務局発行

（1 部コピー可） □ 

貸借対照表 申請者が法人等の場合（コピー可） □ 

損益計算書 申請者が法人等の場合（コピー可） □ 

委任状 代理人が申請する場合（１部コピー可） □ 

始末書 無断転用や事前着工の場合（１部コピー可） □ 

事業計画書 申請地の合計面積が 1,000 ㎡以上の場合 □ 

理由書 資材置場又は駐車場へ転用する場合（土地選定理由、駐車台

数の必要根拠を明確にすること） 
□ 

☆土地利用計画図 申請地全体の土地利用状況がわかるもの（取水・排水系統図

と併記可） 
□ 

取水・排水系統図 排水処理施設、地表の雨水の流れ等を表記 □ 
造成計画図 切土や盛土をする場合 □ 
建物配置図 建物を建築する場合 □ 
建物平面図・立面図 建物を建築する場合 □ 
公道払下げ、占用手続

き書類写し 
該当する場合 □ 

農家証明 農家住宅、農業用施設への転用の場合。譲受人の住所が大府

市外の場合 
□ 

農用地利用計画変更

通知写し 
農振除外案件の場合 □ 

農地復元誓約書 一時転用の場合 □ 

愛知用水土地改良区

意見書等 

愛知用水土地改良区の受益地の場合（１部コピー可） 

※一時転用の場合も必要 
□ 

☆必須 

裏面へ続く 

 



 

●注意事項 

※ 申請の前に、事前協議をお願いします。 

※ 農振農用地に該当する場合は、事前に農振除外が必要です。 

※ 愛知県下は 3 条許可後、3 年以内の農地転用は原則禁止です。 

※ 証明書は提出日より３ヶ月以内に発行されたものに限ります。 

※ 借入金の都合等でお急ぎの方で、受付確認が必要な場合はお申し付けください。 

※ 農業者年金経営者移譲年金の受給資格を有する方は、農地を譲渡し・譲受け（貸し借り）

することで受給資格を失う場合があります。 

※ 贈与税・相続税の納税猶予を適用している場合は、農地転用を行うことにより納税が必

要になります。 

※ 農地に利用権が設定されている場合は、耕作者の合意の上、事前に利用権を解約する必

要があります。 

※ ５００㎡以上の開発については、雨水対策のための許可が必要になる場合がありますの 

で、水緑公園課へお尋ねください。 

※ 愛知用水土地改良区の受益地の確認は、愛知用水大府事務所（℡0562-44-4700）

へお尋ねください。 

※ 汚水排水が生じる場合は、工区長による排水承諾書が必要になる場合がありますので、

農業振興課へお尋ねください。 

※ 農地転用を完了した後には、工事完了報告を提出してください。また、法務局にて登記

地目の変更手続きを行ってください。 

※ ご不明な点は大府市農業委員会事務局へお尋ねください。 

℡ ０５６２－４７－２１１１（代表）内線３４３ 

０５６２－４５－６２４６（ダイヤルイン） 


